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大和御所道路トンネル掘削土処理対策に関する 

施工マニュアルについて 
 

吉安 勇介1 
 

1近畿地方整備局 奈良国道事務所 調査課 （〒630-8115奈良県奈良市大宮町3-5-11） 

 
 京奈和自動車道 大和御所道路のうち御所区間８工区（御所南IC～五條北IC）は，主にトン

ネル構造による区間である．その計画路線近傍に，鉱脈や変質帯または圧砕岩があり，トンネ

ル掘削土から自然由来の重金属が溶出することについて懸念されている． 

トンネル掘削土の適切な処理方法として，自然由来の重金属を含有する岩石の取り扱いにつ

いて必要な事項をとりまとめた「大和御所道路トンネル掘削土処理対策に関する施工マニュア

ル」を作成した．本マニュアル作成にあたっては，専門家・学識者で構成された検討委員会で

の審議結果や，奈良県をはじめとした関係機関との協議結果を踏まえ，とりまとめを行った． 
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1.  はじめに 

 京奈和自動車道大和御所道路 御所区間は，橿原高

田ICから五條北ICまでの延長約13.4㎞の高規格幹線道

路である．平成２４年３月に橿原高田ICから御所ICま

での区間（６工区）が供用し，平成２６年度には御所

ICから御所南ICまでの区間（７工区）が供用予定であ

る．御所南ICから五條北ICまでの区間（８工区）につ

いては，平成２８年度供用予定である． 

８工区のトンネル４箇所のうち１箇所(巨勢山トン

ネル)は施工済みである．残る３カ所のトンネルにつ

いて，既往の調査ボーリングコアを用いて重金属類を

対象として分析した結果，２箇所のトンネル(新田東

佐味トンネルと水泥トンネル)の岩石から土壌汚染対

策法の指定基準値(0.01mg/L以上)を超過する自然由来

のヒ素が検出された．本事業で発生する重金属含有岩

については，改正土対法の対象外となるが，事業者と

して適切な対応を図るべく，専門家・学識者で構成さ

れた検討委員会での審議結果や，奈良県をはじめとし

た関係機関との協議結果を踏まえ，「大和御所道路ト

ンネル掘削土処理対策に関する施工マニュアル（案）

（以下，施工マニュアル）」を平成２４年度に作成し

たので事例紹介する． 

２．重金属含有岩の分布 

 ８工区には花崗閃緑岩，圧砕岩が主に分布しており，

小規模な鉱山跡も認められる． 

 既往の分析値を精査した結果，基準値以上のヒ素溶

出がみとめられた岩石は変質した花崗閃緑岩(以下，

変質岩)と圧砕岩であった．また変質岩よりも圧砕岩

のほうが高い溶出量を示す傾向が認められた．未変質

の花崗閃緑岩からは基準を超過した岩石は認められな 

 

図-1 調査位置図 

トンネル区間

明かり区間

調査・計画・設計部門：No.18

1



 

2 

 

かった． 

なお，ヒ素の判定基準については，改正土対法の

基準値を準用することとした．（表－１） 

  

 表-1 ヒ素の判定基準 

 

 物質
溶出量
（mg/l)

含有
(mg/kg)

第二溶出量
(mg/l)

ヒ素 0.01 150 0.3

（改正土対法の基準値を準用）

図-３  水泥トンネル地質縦断図 

図-２  新田東佐味トンネル地質縦断図 

北側 

南側 

低速度帯 
変質岩が分布する可能性が
大きい． 

圧砕岩 
ヒ素溶出量が大きい． 

一般区間 
未変質岩が主に分布するが変質
岩が分布する可能性がある．

北側 

南側 

低速度帯 
変質岩が分布する可能性が
大きい． 

廃鉱山 
強変質岩が分布． 

一般区間 
未変質岩が主に分布するが変質
岩が分布する可能性がある． 
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３．岩判定に関する課題 

（１）要対策土と対策不要土の判別方法 

 重金属含有岩の処理費は高額なため，基準値以上の

ヒ素を溶出する掘削ズリ「要対策土」と「対策不要

土」とに分類・判別し，要対策土のみを処理対象とす

ることで処理費を最小限にしようとした． 

 まず，圧砕岩については，新田東佐味トンネルの南

側にのみ分布すると想定される．（図－２） 

次に，変質岩については，熱水(高温の温泉水)変質

に伴い形成された岩石で，熱水は岩石の亀裂に沿って

流動することから，亀裂が多いと考えられる弾性波探

査の低速度帯の周辺に分布すると想定される．以上の

検討から要対策土の土量は7.5万m3程度(全体の25%程

度)と想定された．(図－２，図-３) 

しかし，変質岩については，亀裂は低速度帯に限

らず存在するため，低速度帯以外にも分布する可能性

がある．そのため，切羽での岩石判別が必要と考えら

れた． 

 岩石の判別は地質技術者であれば肉眼観察により比

較的容易に実施できる．しかし複数の技術者の間で判

別に個人差が出ることも考えられる．  

 

 

 また掘削期間を通じて常時に地質技術者を確保で

きない場合もあるため，コアの写真を用いた岩石の判

別表を作成することとした(表-２)． 実際の工事で

は，圧砕岩，変質岩，未変質花崗閃緑岩を切羽で肉眼

で判別し，圧砕岩と変質岩を分析対象として基準を超

過した岩石を要対策土とすることとした． 

 なお，地山表層は岩石の風化が認められ，風化が進

んだ岩石では変質岩か未変質花崗閃緑岩かの区別が難

しくなるので，強風化岩は岩石種にかかわらず分析す

ることとした． 

 分析試料は切羽で掘削土を採取することとした．実

際の工事では切羽毎にスケッチを残すため，その際に

切羽に出現した岩石の量をスケッチから算出し，偏り

のないように岩石を採取して混合した上で分析するこ

ととした．これは同じ切羽に複数の岩石種が出現して

も切り分けて搬出することが困難であることと，搬出

する掘削土全体で重金属の汚染状況を把握する必要が

あることを踏まえたものである．予想される岩石の出

現パターン毎の試料採取方法を表-３に示す． 

 分析方法は分析に数日かかるが計量法に基づく計量

証明書が発行され信頼性が高いため公定法(環境省告

示18号，19号)とした．１），２） 

 

 

表-２  変質岩の判別表(案) 
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（２）要対策土の処分方法 

 掘削土の判定・処理フローは，図-４に示すとおり

である． 

 御所南ICおよび條地区における盛土量が最も多いが，

周辺は住宅地や農地であるため，要対策土を盛土に使

うことが不適当であると判断し，肉眼判定により対策

不要土（未変質かつ未-弱風化の良質な花崗閃緑岩の 

み）と判断されるもののみを使うこととした． 

 

表-３ 切羽での試料採取(案) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肉眼判定により要対策土と判断されるもののうち，

ヒ素溶出量が0.01mg/l以下のものについては，集落や

農地から離れた朝町地区および五百家地区の，トンネ

ル間の盛土に利用することとした． 

なお，ヒ素溶出量が0.01mg/lを超えて0.3mg/l以下の

ものについては、土対法に準拠した二重シートによる

遮水工封じ込めを行ったうえで，朝町地区および五百

家地区の盛土に利用することとした．（図－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-５ トンネル坑口付近の盛土横断図 

図-４  掘削土の判定・処理フロー 

数値はヒ素の溶出量 
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 図－６は，掘削土の搬出先候補地を示したものであ

る．要対策土全体の想定量約 7.5 万 m3に対して事業地

内における盛土利用可能な土量が少なく，余った要対

策土は，最終処分場まで搬出せざるを得ない状況であ

る． 

４. 施工中・施工後の対応 

（１）試験施工による施工マニュアルの修正 

 表－２に示す判別表は，ボーリングコアの写真を利

用したものであるため，実際のトンネル切羽では見え

方が異なることが考えられる．したがって，施工マニ

ュアルでは，施工開始後において試験施工を行い，ト

ンネル切羽での見え方を考慮した判別表の修正および

当初の施工マニュアルの妥当性確認を行うこととした． 

（２）要対策土のモニタリング 

 要対策土を用いた盛土構造については，盛土施工中

および施工後において，盛土施工箇所の表流水と地下

水の上流側と下流側で溶出ヒ素が漏れ出ていないかモ

ニタリングを行うこととした． 

 なお，御所南ICおよび條地区における盛土において

も，良質な材料のみを使用する予定であるが，安全確

認の観点から，モニタリングを予定している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 モニタリング期間は施工中および施工後 2 年間を予

定している．１） 

 

５．おわりに 

 平成２６年度から水泥トンネルと新田東佐味トンネ

ルの施工を開始する予定であり，引き続き，検討委員

会の委員様のご助言を賜りながら，関係機関と連携し，

施工マニュアルの確認・修正を行いながら事業進捗を

はかっていく所存である． 
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図-６ 要対策土搬出先候補地 
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